
園芸作物施設等整備導入支援事業補助金
（耐久性ハウス導入支援事業）

概要

対象者 対象事業／対象経費 補助率（上限など）

持続的な営農を支援するため、生産の根本に関わるハウス資材のうち、一般的なハウスより
も強固な耐久性ハウスの導入に係る費用の一部を補助します。

施設園芸品目の生産者

間口が５．４ｍ以上、

パイプ経が２５ｍｍ以上、
パイプ素材硬度７００Ｎ以
上のハウスの導入に係る
経費

補助対象経費の１／２以内
１坪当たり２万円以内

その他

旭川青果物生産出荷協議会又は東神楽蔬菜研究会を通じた申請が必要です。

連絡先 農業振興課 生産振興係 電話 0166-25-7470 メール nougyousinkou@city.asahikawa.lg.jp
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